
 

大和市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年９月３０日 

                          大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第１８号 

大和市市税条例等の一部を改正する条例 

（大和市市税条例の一部改正） 

第１条 大和市市税条例（平成２年大和市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１０項に次の１号を加える。 

  (7) 法附則第１５条の８第４項 ３分の２ 

（大和市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大和市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年大和市条例第１９号）の一

部を次のように改正する。 

附則第９項の改正規定を次のように改める。 

附則第９項を次のように改める。 

（軽自動車税の税率の特例）  

９ 法附則第３０条に規定する３輪以上の軽自動車に対する第３１条の規定の適用

については、次に定めるところによる。 

   (1) 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車が初めて道路運送車両

法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この項において「初

回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税については、当分の間、次の表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３１条第２号ア(ｲ) ３，９００円 ４，６００円 

第３１条第２号ア(ｳ) ６，９００円 ８，２００円 

 １０，８００円 １２，９００円 

 ３，８００円 ４，５００円 

 ５，０００円 ６，０００円 

  (2) 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車が平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げ



 

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３１条第２号ア(ｲ) ３，９００円 １，０００円 

第３１条第２号ア(ｳ) ６，９００円 １，８００円 

 １０，８００円 ２，７００円 

 

 
３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

   (3) 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（ガ

ソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次号において同じ。）が平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第３１条第２号ア(ｲ) ３，９００円 ２，０００円 

第３１条第２号ア(ｳ) ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

 ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

   (4) 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（前

号の規定の適用を受けるものを除く。）が平成２７年４月１日から平成２８年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分

の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３１条第２号ア(ｲ) ３，９００円 ３，０００円 

第３１条第２号ア(ｳ) ６，９００円 ５，２００円 

 １０，８００円 ８，１００円 

 ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 

  附則第５項中「附則第９項」を「附則第９項第１号」に改め、「ついて」の次に「適

用し、同項第２号から第４号までの規定は、平成２８年度分の軽自動車税に」を加え

る。 

  附則第６項及び第７項中「附則第９項」を「附則第９項第１号」に改める。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の大和市市税条例附則第１０項第７号の規定は、平成

２７年４月１日以後に新築される法附則第１５条の８第４項に規定する賃貸住宅に

対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

  


